事務連絡
2025年（令和7年）12月15日
重度訪問介護事業所管理者様

福山市障がい福祉課
福祉サービス担当課長

重度訪問介護の同行支援について

日頃より、本市障害福祉行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
重度訪問介護の熟練ヘルパーによる同行支援（熟練したヘルパーが新人ヘルパーに同行して支援を行った場合に同行者分の報酬も算定可）について、次のとおり運用方針を整理しましたので、お知らせします。

１　内容
（１） 概要
障害支援区分６の利用者に対する支援が、重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者であるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないよう、当該利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者が同行してサービス提供を行うもの
（２） 対象者
障害支援区分６の重度訪問介護利用者
※2人介護を認定している利用者は申請対象外として取り扱います。
（３） 新任従業者
①重度訪問介護事業所に新規で採用された従業者
※利用者への支援が1 年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ６ヶ月を経過した従業者は除きます。
②重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支援が初めての従業者
※新任従業者資格要件の確認のため、本通知の「４　提出書類について」を参照すること。
（４） 熟練従業者
当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある重度訪問介護従業者
次の全ての事項を満たす者をいう。
1 当該利用者に対する支援実績が概ね６ヶ月以上かつ200時間以上であること
2 本人の介助方法、障がい特性、医療的ケア等について利用者または家族から良好な評価が確認できること
3 感染症対策・安全管理に関する研修を受講し、実務上の問題がないこと。
4 その他、熟練度チェックリストにおいて基準を満たしていること。
※熟練従業者資格要件の確認のため、本通知の「４　提出書類について」を参照すること。


（５） 時間数
障害支援区分６の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに120時間以内。なお、新任従業者が複数の区分６の利用者に支援を行う場合、利用者全員の同行支援の合計時間が120 時間以内となるよう事業所が管理してください。
（６） 人数
原則として、１人の障害支援区分６の利用者につき、年間で３人までの新任従業者について算定できます。事業所ごとに３人ずつ認められるものではありません。よって、複数事業所を利用している利用者の場合は事業所間で事前調整してください。なお、熟練従業者が複数の新任従業者に同行した場合の時間に制限はありません。
（７） 報酬算定
新任従業者と熟練従業者が2 人で支援を行った場合、2 人分の時間数の報酬算定ができます。ただし、報酬はそれぞれ所定単位数の90/100 となります。

２　利用手順
（１） 事業所 ⇒ 市
同行支援の利用について、市（障がい福祉課）へ事前に相談する。
（２） 事業所 ⇒ 利用者
新任従業者の所属する事業所が、「重度訪問介護同行支援申請書」の事業所記入欄に記入し、総費用額の増加に伴う利用者負担の増加の可能性など利用者へ制度内容について説明する。また「重度訪問介護同行支援利用者評価書」の事業所記入欄に記入し、利用者から熟練従業者の評価を受けた上で制度利用に係る同意を得る。利用者は、申請者として申請者記入欄及び評価者欄に記入し、申請書及び評価書を事業所に預け市への提出を依頼する。
（３） 事業所 ⇒ 市
市（障がい福祉課）に提出書類一式を電子申請にて提出する。
※同行支援サービス提供予定月の前々月末日までを提出期限とする。
※本通知の「４　提出書類について」を参照すること。
（４） 市 ⇒ 利用者
申請書に基づき、必要性を判断。支給決定を行った場合、利用者へ受給者証を送付する。
受給者証記載例
特記事項「同行支援（●●●●年●月〜●●●●年●月　●人、月●●時間）」
※本通知の「３　受給者証の記載について」を参照すること。
（５） 利用者 ⇒ 事業所
新しく届いた受給者証を事業所へ提示する。
（６） 事業所
受給者証の内容を確認のうえ、同行支援を実施する。
受給者証別冊の訪問系サービス事業者記入欄余白に、同行支援を利用することが他事業所に分かるように決定内容を記入してください。
受給者証別冊記載例
「同行支援（●●●●年●月〜●●●●年●月　●人、月●●時間）」
（７）事業所⇒国保連
　　同行支援の実績状況をふまえてサービス提供月の翌月10日までに伝送システムにて請求する。その際、実績記録票については、同行支援実施日に同行支援欄へ「１」と入力し、備考欄に新任従業者名前、熟練従業者名前、支援時間を入力しておくこと。
　　※（８）事業所⇒市　同行支援実績報告と時期を揃えること。
（８）事業所⇒市
　　同行支援の実績をサービス提供月の翌月10日（国保連への給付費請求締切日と同日）までに電子申請にて報告する。
報告様式
・利用者の実績記録票の写し
※実績記録票同行支援時間帯の備考欄に新任従業者名前、熟練従業者名前、支援時間を記載すること。
・同行支援実績報告書
　※（７）事業所⇒国保連　給付費請求と時期を揃えること。
※実績報告に関する電子申請は現在準備中です。出来次第、別途通知します。電子申請受付開始時期は2月中を目処にしているため、必要に応じて請求時期を調整してください。
　
３　受給者証の記載
受給者証への記載は、特記事項欄へ
「同行支援可（●●●●年●月〜●●●●年●月　●人、月●●時間）」と記載します。
人数は決定された新任従業者の人数、時間は１ヶ月当たりの同行支援時間数の合計です。
例　同行支援決定期間　2026年2月~2026年9月
新任従業者2人50時間/月（新任A　20 時間／月、新任B　30時間/月）
　　　受給者証　　同行支援可（2026年2月~2026年9月　2人、月50時間）

４　提出書類
　　・重度訪問介護における同行支援申請書
　　・重度訪問介護同行支援利用者評価書
　　・新任従業者支援実績（新任従業者ごとの直近３ヶ月の支援記録）、新採用の場合は採用通知
　　・熟練従業者認定チェックリスト
[bookmark: _GoBack]　　・同行支援利用者に係る支援従業者一覧（利用者の直近３ヶ月の従業者一覧）
※申請は同行支援サービス提供を開始する予定月の前々月末日までに、電子申請にて申請すること。
申請方法は別紙「重度訪問介護同行支援 電子申請操作の手順」を参照してください。
電子申請URL
https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=27222
QRコード　[image: ]
※当該申請に必要な書類は、本通知や留意事項等を確認し、不備、不足がないようにしてください。不備、不足の程度によっては不受理とする場合があります。提出前に十分確認してください。
５　留意事項
　（１）利用者への説明・熟練従業者の評価
　・新任従業者の所属する事業所は申請する前に、利用者から熟練従業者の評価を受け、総費用額の増加に伴う利用者負担の増加の可能性など利用者へ制度内容について説明し、同意を得た上で申請してください。
（２）申請等に関する内容
・同行支援の年間の管理調整のため、申請は利用者1人につき、1年に1回限りとします。そのため、利用者が複数の事業所を利用している場合で複数事業所から当該内容に関する申請する場合は提出時期を揃え、同月申請となるよう事業所間で十分調整してください。
・２人介護による支援と熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することはできません。2人介護を認定している利用者は申請対象外として取り扱います。
・熟練従業者が同行して支援を行うことの必要性や期間については、利用者の状態像や新任従業者の経験等を踏まえて判断してください。
・新任従業者と熟練従業者が異なる重度訪問介護事業所に従事する場合、それぞれの重度訪問介護事業所から請求ができます。
・この申請により決定された新任従業者以外は算定することはできません。よって、請求にあたっては当該申請に関し決定した内容と一致していることを確認した上で算定してください。
・新任従業者の所属する事業所は当該新任従業者の同行支援の算定時間数を管理しなければなりません。
・同行支援の支給決定については、サービス等利用計画案やセルフプランの作成・提出は不要です。
・同行支援の年間の考えは決定月からサービス支給決定期間の終了月までの１年間とします。
　例　重度訪問介護　支給期間　2025年10月1日~2026年9月30日
　　　申請　2025年12月
　　　審査　2026年1月
　　　決定　2026年2月
同行支援決定期間　2026年2月~2026年9月
※この決定期間中に新任3人までが対象となります。同行支援決定期間中の変更等に係る申請は受付しませんので予めご了承ください。
・その他算定等に関する質問は、国留意事項通知、Q&A等を参照した上で福山市障がい福祉課ホームページ、報酬算定請求等に関する質問フォームにて受付します。
※電話での照会はご遠慮ください。






福山市保健福祉局福祉部
障がい福祉課サービス給付担当
電話：084-928-1208
担当：三好、千葉
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